
令和６年度第３回志太榛原地域医療協議会

令和６年度第２回志太榛原地域医療構想調整会議

日時 令和７年２月17日(月）

午後６時 45分から８時 15 分

方法 Zoom によるウェブ会議

次 第

報告・協議事項 配付資料 ページ 会議の別

１ 協議 静岡県保健医療計画に記載する医療機関の変更について 資料１ P.5
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２ 協議
医師の働き方改革について

（特定労務管理対象機関の指定） 藤枝市立総合病院
資料２ P.17

３ 協議 認知症疾患医療センターの追加指定について 資料３ P.21

４ 報告 感染症指定医療機関の見直し 資料４ P.31

５ 報告 結核病床の見直し 資料５ P.37

６ 報告 静岡県医師数等調査の結果について 資料６ P.39

７ 協議
令和６年度外来機能報告結果及び紹介受診重点医療機関

について
資料７ P.45
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８ 協議 地域医療連携推進法人の設立 資料８ P.49

９ 報告 新たな地域医療構想について 資料９ P.57

10 報告 地域医療介護総合確保基金（医療分）事業 資料10 P.59
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第３回志太榛原地域医療協議会出席者名簿

所　属 役　職　名 氏　名 出欠 備考

1 中部保健所 所長 永井 しづか 出席

2 島田市 市長 染谷 絹代 出席

3 焼津市 健康福祉部長 増田 洋一 出席 代理出席

4 藤枝市 市長 北村 正平 出席

5 牧之原市 副市長 大石 勝彦 出席 代理出席

6 榛原郡吉田町 町長 田村 典彦 出席

7 榛原郡川根本町 町長 薗田 靖邦 出席

8 島田市医師会 会長 田口 博之 出席

9 焼津市医師会 副会長 谷口 正和 出席 代理出席

10 志太医師会 会長 森 泰雄 出席

11 榛原医師会 会長 石井 英正 出席

12 島田市立総合医療センター 病院事業管理者 青山 武 出席

13 焼津市立総合病院 病院事業管理者 関 常司 出席

14 藤枝市立総合病院 院長 中村 利夫 出席

15 榛原総合病院 院長 森田 信敏 出席

16 榛原歯科医師会 会長 渡辺 克也 出席

17 藤枝薬剤師会 会長 松永 敏広 出席

18 静岡県看護協会志太榛原地区支部 支部長 山梨 美鈴 出席

19 志太広域事務組合 消防長 増田 好憲 出席

20 焼津市自治会連合会 会長 岡本 康夫 出席

21 牧之原市社会福祉協議会 会長 杉本 正 出席
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第２回志太榛原地域医療構想調整会議出席者名簿

所属団体名等 役　　職 氏　　名 出欠 備考

1 島田市医師会 会長 田口 博之 出席

2 焼津市医師会 副会長 谷口 正和 出席 代理出席

3 志太医師会 会長 森 泰雄 出席

4 榛原医師会 会長 石井 英正 出席

5 藤枝歯科医師会 会長 猪股 健二 出席

6 藤枝薬剤師会 会長 松永 敏広 出席

7 静岡県看護協会志太榛原地区支部 支部長 山梨 美鈴 出席

8 島田市立総合医療センター 病院事業管理者 青山 武 出席

9 藤枝市立総合病院 院長 中村 利夫 出席

10 岡本石井病院 院長 神田 順二 出席

11 藤枝駿府病院 院長 田中 賢司 出席

12 焼津市立総合病院 病院事業管理者 関 常司 出席

13 榛原総合病院 院長 森田 信敏 出席

14 全国健康保険協会静岡支部 企画総務グループ長 木村 成範 出席

15 特別養護老人ホームふじトピア 施設長 増田 啓介 出席

16 島田市 健康福祉部長 宮地 正枝 出席

17 焼津市 健康福祉部長 増田 洋一 出席

18 藤枝市 健やか推進局長 石橋 学 出席

19 牧之原市 健康推進部長 河原崎 貞行 出席

20 吉田町 健康づくり課長 門田 万里子 出席

21 川根本町 健康福祉課長 森下 育昭 出席

22 中部保健所 所長 永井 しづか 出席

小林 利彦 出席

竹内 浩視 出席

毛利 博 出席

所属団体名等 役　　職 氏　　名 出欠 備考

1 駿河西病院 院長 廣瀬 光 出席
2 駿河西病院 事務長 尾澤 幸伸 出席

3 コミュニティーホスピタル甲賀病院 院長 甲賀 啓介 出席

4 藤枝平成記念病院 看護部長 齋藤 博子 出席

5 誠和藤枝病院 副院長 井原 詠子 出席

6 誠和藤枝病院 事務長 尾﨑 健太 出席

7 聖稜リハビリテーション病院 理事長 横山 日出太郎 出席
8 聖稜リハビリテーション病院 院長 閨谷 洋 出席
9 聖稜リハビリテーション病院 医事管理部長 山下 睦美 出席

地域医療構想アドバイザー

地域医療構想アドバイザー

地域医療構想アドバイザー

【オブザーバー出席】
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静岡県保健医療計画に記載する医療機関の変更について

令和６年度 疾病又は事業ごとの医療連携体制調査

１ 調査概要

静岡県保健医療計画に定める６疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、肝疾患、

精神疾患）、６事業（救急、災害、へき地、周産期、小児、感染症）における医療連携の

進捗状況を把握するため、病院等の医療機関に対して、医療機能及び医療機関どうしの

連携に関する調査を行う。

圏域ごとの調査結果については、地域医療協議会に諮り、圏域における保健医療計画

の進捗状況について協議する。

また、調査により、機能の異動があった医療機関については、地域医療協議会に諮っ

た後、保健医療計画（ホームページ）に掲載する医療機関名リストに反映させる。

２ 主な結果

・地域連携クリティカルパスの導入率

３ スケジュール

区 分
導入率(%)

H26 H27 H28 H29 H30 R 元 R２ R３ R４ R５

がん

肺 75.0 79.2 76.9 76.9 77.8 77.8 69.2 65.4 60.7 64.3

胃 83.3 87.5 84.6 84.6 85.2 85.2 76.9 73.1 71.4 75.0

肝 79.2 83.3 76.9 76.9 77.8 77.8 73.1 69.2 67.9 71.4

大腸 87.5 91.7 88.5 88.5 88.9 88.9 80.8 73.1 75.0 78.6

乳 83.3 87.5 84.6 84.6 81.5 81.5 76.9 76.9 75.0 75.0

脳卒中 82.4 82.4 84.4 84.4 84.4 89.3 86.2 86.2 86.2 89.7

時 期 内 容

11 月
・当課から、各保健所宛て調査実施について依頼

・各保健所から対象医療機関あて依頼

１月 ・保健所にて集計し、集計結果を医療政策課へ報告

２～３月 ・各圏域の地域医療協議会において協議

区分 内容

調 査 名 医療連携体制調査

調 査 時 点 令和６年 11 月 30 日現在（平成 19 年度から調査実施）

調 査 対 象

（予定数）

① 病院 170 か所

② 診療所 384 か所（以下届出機関）

・在宅療養支援診療所

・在宅がん医療総合診療料

・脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）

（※対象は東海北陸厚生局 HP 掲載「届出受理医療機関名簿」より）

③ 産科・産婦人科標榜診療所 94 か所

④ 助産所 136 か所

主な調査項目 ６疾病６事業に係る、医療機能、連携状況、実績（分娩数）など

【資料１】

-5-



-6-



静岡県保健医療計画に記載する医療機関の変更について（追加・削除）

１ がん

（１）集学的治療【変更なし】

＜がんの「集学的治療」を担う医療機関（病院）＞

（２）在宅緩和ケア①（病院）【変更なし】

＜がんの「在宅緩和ケア」を担う医療機関（病院（在宅医療））＞

在宅緩和ケア②（診療所）【追加（６医療機関）・削除（３医療機関）】

＜がんの「在宅緩和ケア」を担う医療機関（診療所）＞

動向 医療機関名 所在地 備考

島田市立総合医療センター 島田市野田１２００－５

焼津市立総合病院 焼津市道原１０００

藤枝市立総合病院 藤枝市駿河台４－１－１１

榛原総合病院 牧之原市細江２８８７－１

コミュニティーホスピタル甲賀病院 焼津市大覚寺２丁目３０－１

動向 医療機関名 所在地 備考

榛原総合病院 牧之原市細江２８８７－１

動向 医療機関名 所在地 備考

志太三輪医院 藤枝市岡部町内谷６０－２

錦野クリニック 藤枝市青葉町２－１－４７

吉田クリニック 藤枝市大洲４－７－３３

三倉医院 藤枝市五十海４－１４－２１

すみや脳神経クリニック 藤枝市本町２－１－３５ゴールドエイジ藤枝２Ｆ

高木内科医院 牧之原市静波９００番地

ほしのクリニック 藤枝市岡部町内谷６５０

山﨑クリニック 藤枝市志太２－１１－１２

ゆみ内科クリニック 藤枝市茶町３－３－３３

かわさきクリニック 焼津市越後島４９４番１

本川根診療所 榛原郡川根本町千頭１１４７番地の１

片岡医院 島田市本通七丁目７７８７番地の５

ながたクリニック 焼津市小柳津３４３－１

ゆきはな診療所 島田市大津通１９６５－６サンライズビル島田１０４

伊東クリニック 焼津市栄町２－２－２１アンビア・パークビル２Ｆ

サニーメディカルクリニック藤枝市駅前２丁目１９番１５号

島田サニーメディカルクリニック島田市阿知ケ谷１２４－２

齋藤医院 島田市東町２２７－５

鈴木医院 島田市川根町家山３４５－１

【資料１-２】
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掲載する医療機関については、以下の全ての項目に対応可能な場合に掲載する。1項目で

も対応できない場合は、削除となる。

２ 脳卒中

（１）救急医療【変更なし】

＜脳卒中の「救急医療」を担う医療機関＞

いたやクリニック 焼津市小土２７０－１４

追加篠原医院 焼津市本町５－１１－１８ 指定要件を満たしているため

追加立花クリニック 焼津市五ケ堀之内７７９ 指定要件を満たしているため

追加だいちニューロンクリニック藤枝市下藪田７５－４ 指定要件を満たしているため

追加すみや脳神経クリニック 藤枝市本町２－１－３５ゴールドエイジ藤枝２Ｆ 指定要件を満たしているため

追加あうるクリニック藤枝 藤枝市瀬戸新屋１６４番地東海ビル２階Ａ号室 指定要件を満たしているため

追加 おかにし内科糖尿病・甲状腺クリニック島田市南原８５－８ 指定要件を満たしているため

削除藤井医院 島田市岸町６６７ 指定要件を満たしていないため

削除田﨑クリニック 榛原郡吉田町神戸２４番地１５ 指定要件を満たしていないため

削除西井胃腸科外科 藤枝市高柳２０３５－１ 指定要件を満たしていないため

区分 医療機関に求められる事項 対応

緩和ケア

（在宅医療）

24 時間対応が可能な在宅医療を提供可能 ○

がん疼痛等に対する緩和ケアが実施可能 ○

看取りを含めた人生の最終段階におけるケアを 24時間体制で提供可能 ○

がん診療機能を有する医療機関等と、診療情報や治療計画を共有するな

ど、連携（地域連携クリティカルパスを含む）
○

医療用麻薬を提供可能 ○

動向 医療機関名 所在地 備考

島田市立総合医療センター 島田市野田１２００－５

焼津市立総合病院 焼津市道原１０００

藤枝市立総合病院 藤枝市駿河台４－１－１１

藤枝平成記念病院 藤枝市水上１２３－１

コミュニティーホスピタル甲賀病院 焼津市大覚寺２丁目３０－１
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（２）身体機能を回復させるリハビリテーション【変更なし】

＜脳卒中の「身体機能を回復させるリハビリテーション」を担う医療機関＞

（３）在宅療養の支援【追加（２医療機関）・削除（２医療機関）】

＜脳卒中の「在宅療養の支援」を担う医療機関＞

動向 医療機関名 所在地 備考

島田市立総合医療センター 島田市野田１２００－５

焼津市立総合病院 焼津市道原１０００

藤枝市立総合病院 藤枝市駿河台４－１－１１

聖稜会聖稜リハビリテーション病院 藤枝市宮原６７６－１

コミュニティーホスピタル甲賀病院 焼津市大覚寺２丁目３０－１

藤枝平成記念病院 藤枝市水上１２３－１

岡本石井病院 焼津市小川新町５－２－３

榛原総合病院 牧之原市細江２８８７－１

動向 医療機関名 所在地 備考

篠原医院 焼津市本町５－１１－１８

志太三輪医院 藤枝市岡部町内谷６０－２

ほしのクリニック 藤枝市岡部町内谷６５０

錦野クリニック 藤枝市青葉町２－１－４７

吉田クリニック 藤枝市大洲４－７－３３

生駒脳神経クリニツク 島田市大津通１５番の２

藤井医院 島田市岸町６６７

田﨑クリニック 榛原郡吉田町神戸２４番地１５

すみや脳神経クリニック 藤枝市本町２－１－３５ゴールドエイジ藤枝２Ｆ

片岡医院 島田市本通七丁目７７８７番地の５

三倉医院 藤枝市五十海４－１４－２１

西井胃腸科外科 藤枝市高柳２０３５ー１

山﨑クリニック 藤枝市志太２－１１－１２

ゆみ内科クリニック 藤枝市茶町３－３－３３

サニーメディカルクリニック 藤枝市駅前２丁目１９番１５号

いたやクリニック 焼津市小土２７０－１４

島田サニーメディカルクリニック 島田市阿知ケ谷１２４－２

中山クリニック 焼津市下小田４２５番１号

本川根診療所 榛原郡川根本町千頭１１４７番地の１

ゆきはな診療所 島田市大津通１９６５－６サンライズビル島田１０４

かわさきクリニック 焼津市越後島４９４番１

藤枝駅前クリニック 藤枝市駅前１丁目８番３－２０１号

齋藤医院 島田市東町２２７－５

おかにし内科糖尿病・甲状腺クリニック 島田市南原８５－８
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掲載する医療機関については、以下の全ての項目に対応可能な場合に掲載する。1項目で

も対応できない場合は、削除となる。

３ 心筋梗塞等の心血管疾患【変更なし】

＜心血管疾患の「急性期医療」を担う医療機関＞

４ 糖尿病【変更なし】

＜糖尿病の「専門治療・急性増悪時治療」を担う医療機関＞

ながたクリニック 焼津市小柳津３４３－１

田沼脳神経クリニック 藤枝市田沼２丁目９番３３号

だいちニューロンクリニック 藤枝市下藪田７５－４

追加 立花クリニック 焼津市五ケ堀之内７７９ 指定要件を満たしているため

追加 たぐちクリニック 島田市日之出町４－８ 島田テクノビル１階 指定要件を満たしているため

削除 高木内科医院 牧之原市静波９００番地 指定要件を満たしていないため

削除 鈴木医院 島田市川根町家山３４５－１ 指定要件を満たしていないため

区分 医療機関に求められる事項 対応

生活の場に

おける療養

支援

【在宅療養支援診療所届出医療機関】

患者家族の要請により、24 時間往診又は訪問看護を行う体制を確

保していること。

○

希望する患者に看取りを行う。 ○

急性期あるいは回復期、維持期の医療機関や介護保険事業者等と、

診療情報やリハビリテーションを含む治療計画を共有するなどし

て連携

○

動向 医療機関名 所在地 備考

島田市立総合医療センター 島田市野田１２００－５

藤枝市立総合病院 藤枝市駿河台４－１－１１

榛原総合病院 牧之原市細江２８８７－１

コミュニティーホスピタル甲賀病院 焼津市大覚寺２丁目３０－１

動向 医療機関名 所在地 備考

島田市立総合医療センター 島田市野田１２００－５

コミュニティーホスピタル甲賀病院 焼津市大覚寺２丁目３０－１

藤枝市立総合病院 藤枝市駿河台４－１－１１

焼津市立総合病院 焼津市道原１０００
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６ 精神疾患

（４）統合失調症【変更なし】

＜精神疾患の「統合失調症治療」を担う医療機関＞

（５）うつ病・躁うつ病（双極性障害）、産後うつ病【変更なし】

＜精神疾患の「うつ病・躁うつ病、産後うつ病治療」を担う医療機関＞

動向 医療機関名 所在地 備考

焼津市立総合病院 焼津市道原１０００

焼津病院 焼津市策牛４８ ◎

藤枝駿府病院 藤枝市小石川町２－９－１８ ◎

県下全域拠点 ☆
県下全域の拠点として情報発信、人材育成、地域連携拠点の支援、難

治性疾患等への対応

地域連携拠点

(圏域拠点)
◎
県下全域拠点と連携した情報発信、研修の実施及び地域医療機関への

支援や難治性疾患等への対応

動向 医療機関名 所在地 備考

焼津市立総合病院 焼津市道原１０００ ○△

藤枝市立総合病院 藤枝市駿河台４－１－１１ ○△

榛原総合病院 牧之原市細江２８８７－１ △

焼津病院 焼津市策牛４８ ○△◎

藤枝駿府病院 藤枝市小石川町２－９－１８ ○△◎

県下全域拠点 ☆
県下全域の拠点として情報発信、人材育成、地域連携拠点の支援、

難治性疾患等への対応

地域連携拠点

(圏域拠点)
◎

県下全域拠点と連携した情報発信、研修の実施及び地域医療機関

への支援や難治性疾患等への対応

診断、治療

が可能

○
うつ病・躁うつ病患者の状況に応じて適切な精神科医療を提供す

る。

△ 産後うつ病患者の状況に応じて適切な精神科医療を提供する。
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（７）心的外傷後ストレス障害（PTSD)【変更なし】

＜精神疾患の「依存症治療」を担う医療機関＞

（８）高次脳機能障害【削除（２医療機関）】

＜精神疾患の「高次脳機能障害治療」を担う医療機関＞

掲載する医療機関については、以下の全ての項目に対応可能な場合に掲載する。1項目で

も対応できない場合は、削除となる。

動向 医療機関名 所在地 備考

藤枝市立総合病院 藤枝市駿河台４－１－１１

焼津病院 焼津市策牛４８ ◎

県下全域拠点 ☆
県下全域の拠点として情報発信、人材育成、地域連携拠点の支援、

難治性疾患等への対応

地域連携拠点

(圏域拠点)
◎

県下全域拠点と連携した情報発信、研修の実施及び地域医療機関

への支援や難治性疾患等への対応

動向 医療機関名 所在地 備考

焼津市立総合病院 焼津市道原１０００ ◎

聖稜リハビリテーション病院 藤枝市宮原６７６－１ ◎

藤枝市立総合病院 藤枝市駿河台４－１－１１ ◎

削除 榛原総合病院 牧之原市細江２８８７－１

削除 焼津病院 焼津市策牛４８ ◎

県下全域拠点 ☆
県下全域の拠点として情報発信、人材育成、地域連携拠点の支援、

難治性疾患等への対応

地域連携拠点

(圏域拠点)
◎

県下全域拠点と連携した情報発信、研修の実施及び地域医療機関へ

の支援や難治性疾患等への対応

区分 医療機関に求められる事項 対応

高次脳機

能障害

高次脳機能障害に関する診断及び治療が可能

・障害の特性を理解し診断し、症状の改善を目指すための医学的な

リハビリテーションプログラムを実施

○

（上記、「高次脳機能障害に関する診断及び治療が可能」に○を付

けた医療機関のみ回答）

地域連携拠点として以下の対応が可能

・症状悪化等の緊急時の対応体制及び多職種によるチームによる支

援体制、医療・福祉関係機関等と連携した支援体制の確保

・県下全域拠点と連携した情報発信や多職種による研修の実施及び

地域医療機関への相談支援や難治性疾患等への対応

○
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（９）摂食障害【削除（１医療機関）】

＜精神疾患の「摂食障害治療」を担う医療機関＞

掲載する医療機関については、以下の全ての項目に対応可能な場合に掲載する。1項目で

も対応できない場合は、削除となる。

（10）てんかん【削除（２医療機関）】

＜精神疾患の「てんかん治療」を担う医療機関＞

動向 医療機関名 所在地 備考

藤枝市立総合病院 藤枝市駿河台４－１－１１

削除 焼津病院 焼津市策牛４８ ◎

県下全域拠点 ☆
県下全域の拠点として情報発信、人材育成、地域連携拠点の支援、

難治性疾患等への対応

地域連携拠点

(圏域拠点)
◎

県下全域拠点と連携した情報発信、研修の実施及び地域医療機関

への支援や難治性疾患等への対応

区分 医療機関に求められる事項 対応

摂食障害

※神経性や

せ症、神経

性過食症等

のこと

摂食障害に関する診断及び治療が可能

・当該疾患に対応した専門的なプログラム(認知行動療法、家族教

室、心理教育等)を実施

○

（上記、「摂食障害に関する診断及び治療が可能」に○を付けた医

療機関のみ回答）

地域連携拠点として以下の対応が可能

・精神症状悪化等の緊急時の対応体制及び多職種によるチームによ

る支援体制、医療・福祉関係機関等と連携した支援体制の確保

・県下全域拠点と連携した情報発信や多職種による研修の実施及び

地域精神科医療機関への相談支援や難治性疾患等への対応

○

動向 医療機関名 所在地 備考

焼津市立総合病院 焼津市道原１０００

削除 榛原総合病院 牧之原市細江２８８７－１

削除 焼津病院 焼津市策牛４８ ◎

県下全域拠点 ☆
県下全域の拠点として情報発信、人材育成、地域連携拠点の支援、

難治性疾患等への対応

地域連携拠点

(圏域拠点)
◎

県下全域拠点と連携した情報発信、研修の実施及び地域医療機関

への支援や難治性疾患等への対応
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掲載する医療機関については、以下の全ての項目に対応可能な場合に掲載する。1項目で

も対応できない場合は、削除となる。

（11）自殺対策【変更なし（藤枝市立総合病院に◎追加】

＜精神疾患の「自殺未遂治療」を担う医療機関＞

（12）児童・思春期精神疾患【削除（１医療機関）】

＜精神疾患の「児童・思春期精神疾患治療」を担う医療機関＞

区分 医療機関に求められる事項 対応

てんかん てんかんに関する診断及び治療が可能

・てんかん治療に習熟した医師の配置及び脳波検査等の実施による

適切な診断・検査・治療の提供

○

（上記、「てんかんに関する診断及び治療が可能」に○を付けた医

療機関のみ回答）

地域連携拠点として以下の対応が可能

・症状悪化等の緊急時の対応体制及び多職種によるチームによる支

援体制、医療・福祉関係機関等と連携した支援体制の確保

・県下全域拠点と連携した情報発信や多職種による研修の実施及び

地域医療機関への相談支援や難治性疾患等への対応

○

動向 医療機関名 所在地 備考

焼津市立総合病院 焼津市道原１０００

焼津病院 焼津市策牛４８ ◎

藤枝市立総合病院 藤枝市駿河台４－１－１１ ◎

県下全域拠点 ☆
県下全域の拠点として情報発信、人材育成、地域連携拠点の支援、

難治性疾患等への対応

地域連携拠点

(圏域拠点)
◎

県下全域拠点と連携した情報発信、研修の実施及び地域医療機関

への支援や難治性疾患等への対応

動向 医療機関名 所在地 備考

焼津市立総合病院 焼津市道原１０００ ◎

削除 焼津病院 焼津市策牛４８ ◎

県下全域拠点 ☆
県下全域の拠点として情報発信、人材育成、地域連携拠点の支援、

難治性疾患等への対応

地域連携拠点

(圏域拠点)
◎

県下全域拠点と連携した情報発信、研修の実施及び地域医療機関

への支援や難治性疾患等への対応
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掲載する医療機関については、以下の全ての項目に対応可能な場合に掲載する。1項目でも

対応できない場合は、削除となる。

10 周産期【変更なし】

＜周産期医療の「正常分娩」を担う医療機関＞

区分 医療機関に求められる事項 対応

児童・思春

期

精神疾患

児童・思春期の精神疾患に関する治療が可能

・小児神経専門医、児童・青年精神医学会認定医、日本小児精神神

経学認定医の配置などによる適切な診断・検査・治療の提供

○

（上記、「児童・思春期の精神疾患に関する治療」に○を付けた医

療機関のみ回答）

地域連携拠点として以下の対応が可能

・精神症状悪化等の緊急時の対応体制及び多職種によるチームによ

る支援体制、医療・福祉関係機関等と連携した支援体制の確保

・県下全域拠点と連携した情報発信や多職種による研修の実施及び

地域精神科医療機関への相談支援や難治性疾患等への対応

○

動向 医療機関名 所在地 備考

焼津市立総合病院 焼津市道原１０００

藤枝市立総合病院 藤枝市駿河台４－１－１１

しのはら産科婦人科医院 島田市岸町６５８－１

前田産科婦人科医院 焼津市小屋敷２１４－１

鈴木レディースクリニック 藤枝市大洲４－７－１５

いしかわレディースクリニック 藤枝市平島７０－１

繭のいえ助産院 焼津市小屋敷２１４－１

アイレディースクリニック 焼津市坂本４５７
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【協議事項】

　　医師の働き方改革について
　　（特定労務管理対象機関の指定）  

特定労務管理対象機関指定申請１
区　分 内　容 今回申請件数

地
域
医
療
確
保
暫
定
特
例
水
準

Ｂ水準
特定地域医療

提供機関

・救急医療
・居宅等における医療
・地域において当該病院又は診療所
以外で提供することが困難な医療 

１
藤枝市立
総合病院

連携Ｂ
水準

連携型特定地域
医療提供機関

地域医療提供体制確保のために、他
の医療機関に派遣され、通算した時
間外が960時間を超えざるを得ない
場合 

－

集
中
的
技
能
向
上
水
準

Ｃ－１
水準

技能向上集中
研修機関

臨床研修又は専門研修を受けるため
に960時間を超えざるを得ない場合  

－

Ｃ－２
水準

特定高度技能
研修機関

Ｃ－１以外で高度な技能習得の研修
のために960時間を超えざるを得ない
場合 
（厚生労働大臣の確認を受けた者に
限る） 

－

計 １
2

【資料２】
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特定労務管理対象機関指定申請２
指定に当たっては、国の医療機関勤務環境評価センター受審後、医療法（昭和23年
法律第205号）第113条第５項等の規程により県医療審議会に意見を聴く必要がある。 

水　準 各水準適用の理由 意見聴取手続き 

Ｂ水準（地域医療確保暫定特例水準）  

 

Ｂ水準 
（特定地域医療 

提供機関） 

救急医療等のために特
例水準適用が必要 

①各圏域地域医療協議会
  
②静岡県医療対策協議会及び
　 同医師確保部会 

 
連携Ｂ水準 
（医師派遣） 

他の医療機関に医師派
遣を行うために特例水
準適用が必要 

①各圏域地域医療協議会 
②静岡県医療対策協議会医師確保部会
 （医療対策協議会に報告） 

Ｃ水準（集中的技能向上水準）  

 

Ｃ－１水準 
（技能向上集中 

研修機関） 

臨床研修又は専門研修
を受けるために特例水
準適用が必要 

①各圏域地域医療協議会 
②静岡県医療対策協議会医師確保部会
 （医療対策協議会に報告） 

 

Ｃ－２水準 
（特定高度技能 

研修機関） 

Ｃ－１以外で高度な技
能習得の研修のために
特例水準適用が必要
（厚生労働大臣の確認
を受けた者に限る） 

①各圏域地域医療協議会 
②静岡県医療対策協議会医師確保部会
 （医療対策協議会に報告） 

3

特定労務管理対象機関指定申請３

○藤枝市立総合病院からＢ水準について指定申請があったため、以下の点
について意見を伺う。
○本協議会及び医師確保部会にて意見を聴取後、県医療審議会にて御意見
を伺う。

区　分 意見聴取事項

志太榛原
地域医療協議会

志太榛原圏域の地域医療提供体制の確保の観点
から、救急医療提供を行うために、医師が一般
則を超えざるをえないことついて御意見を伺う。

医師確保部会
医師確保の観点から、救急医療提供を行うため
に、医師が一般則を超えざるをえないことにつ
いて御意見を伺う。
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特定労務管理対象機関指定申請４
特定地域医療提供機関（Ｂ水準対象機関） 

【今回申請】　藤枝市立総合病院　１件

項目 指定要件 審査状況 備　考 

１

三次救急医療機関 ○

「二次救急医療機関」かつ「救急車の受入件数年間1000件以
上又は診療時間外・休日・夜間の入院患者年間500人以上」

－

２
１に係る業務に従事する医師の時間外・休日労働時間が年
960時間を超える可能性がある 

時短計画案
評価済

評価センター

３

・当該病院又は診療所に勤務する医師その他関係者の意見
を聴いて作成されている 
・当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の状況 
・当該病院又は診療所に勤務する労働が長時間にわたる医
師の労働時間の短縮に係る目標 
・当該病院又は診療所に勤務する医師の労務管理及び健康
管理に関する事項 
・上記のほか当該病院又は診療所に勤務する労働が長時間
にわたる医師の労働時間の短縮に関する事項 

時短計画案
評価済  評価センター

４
必要な面接指導並びに休息時間の確保を行うことができる
体制が整備されている

達成　 評価センター

５ 労働法制にかかる違反、その他の措置がない ○ 誓約書

5

特定労務管理対象機関指定スケジュール

区　分 時　期

県への指定申請 令和６年11月25日

意
見
聴
取

志太榛原
地域医療協議会

令和７年２月17日

医師確保部会 書面審査（令和７年２月18日依頼予定）

県医療対策協議会 令和７年２月26日

医療審議会 令和７年３月18日

指定結果通知 医療審議会後

6-19-
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（福祉長寿局福祉長寿政策課）

１ 背景

・高齢化に伴い患者の急増が見込まれる認知症及び軽度認知障害(MCI)の『早期診断・早期対応へ

の体制づくり』は重要な鍵となっている。

・また、令和５年度に国の認知症疾患医療センター整備方針が、高齢者人口６万人／1箇所にと

らわれず、地域の関係者の了解を得ながら、地域の実情により整備と変更された。

２ 今後の整備方針

・認知症医療の体制強化のため、地域の実情に応じ認知症疾患医療センターを整備する。

・指定方針について、県内の関係機関、各健康福祉センターや既存認知症疾患医療センターに説明

を行う。その上で、今後どのような方法で追加指定をしていくか各圏域毎に検討を進める。

※今後のセンター拡充は、今回拡充箇所の効果検証を踏まえ検討

３ スケジュール

・志太榛原圏域において、金谷平成クリニックから認知症疾患医療センター指定希望があったた

め、以下のとおり進める。

（県全体）

認知症疾患医療センターの追加指定について

二次医療圏 医療機関名 設置箇所数

賀 茂 ①医療法人辰五会ふれあい 南伊豆ホスピタル １

熱海伊東 ②公益社団法人地域医療振興協会 伊東市民病院 １

駿東田方

③ＮＴＴ東日本伊豆病院

３④独立行政法人国立病院機構 静岡医療センター

⑤医療法人社団静岡康心会ふれあい沼津ホスピタル

富 士
⑥公益財団法人復康会 鷹岡病院

２
⑦医療法人社団一就会 東静脳神経センター

志太榛原
⑧焼津市立総合病院

２
⑨医療法人社団峻凌会 やきつべの径診療所

中東遠
⑩中東遠総合医療センター

２
⑪磐田市立総合病院

計 １１

日程 項目 内容

１月下旬～

２月上旬

事前説明：県医師会、県病院協会、県精神科病院協会

県精神神経科診療所協会、各健康福祉センター

基幹型疾患医療センター（聖隷三方原病院）

指定方針について説明

（志太榛原圏域）

日程 項目 内容

１月下旬～

２月上旬

事前説明：設置市、既存疾患医療センター、郡市医師会、

志太榛原圏域認知症疾患医療協議会委員
指定方針について説明

２月17日 志太榛原圏域地域医療協議会
認知症疾患医療センター

追加の審議・承認

２月18日 認知症施策推進部会 報告

３月18日 医療審議会 報告

【資料３】
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認知症疾患医療センター設置基準に対する「金谷平成クリニック｣指定申請書の適合状況一覧

静岡県認知症疾患医療センター運営

事業実施要領による設置基準

金谷平成クリニック

申請内容

機 能 連携型（専門医療機関としての機能、地域連携の機能）

運営体制 ○原則、平日週５日稼動 ○月～金 稼働

専門医療

相 談
○専門医療相談ができる体制の確保 ○クリニックにて相談対応

人員配置

○専任の専門医 １名以上

（日本老年精神医学会若しくは日

本認知症学会の定める専門医又

は認知症疾患の鑑別診断等専門

的な臨床経験５年以上）

○看護師、保健師、精神保健福祉士、

臨床心理技術者等 １名以上

○専任の医師 １名配置

（日本認知症学会専門医）

○看護師 １名配置

検査体制

○血液検査、尿一般検査、心電図検査、

神経心理検査が実施できる体制

○神経画像検査体制（CT、MRI）

（MRIを有していない場合は、他医

療機関との連携体制を整備））

○脳血流シンチグラフィ（SPECT）を

活用できる体制

（他医療機関との連携体制を含む）

○血液検査、尿一般検査、心電図検査、

神経心理検査が実施可能

○CT、MRIについては、連携病院との

連携体制整備により検査可能

（CT、MRI：藤枝平成記念病院）

○SPECTについては、連携病院との連

携体制整備により検査可能

（SPECT：島田市立総合医療センター）

病床体制

○認知症の行動・心理症状と身体合併

症に対する急性期入院治療を行え

る一般病院又は精神科病院との連

携体制

○一般病院と連携

（藤枝平成記念病院）

地域連携
○かかりつけ医等への研修会開催

○認知症疾患医療連携協議会開催

○研修会 年1回以上予定

○医療連携協議会 年1回予定

認知症疾患医療センター設置基準に対する適合状況
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（福祉長寿局福祉長寿政策課）

１ 概要

認知症対応の保健医療水準の向上を図るため、認知症疾患に関する鑑別診断、周辺症状

と身体合併症に対する入院などの急性期治療、専門医療相談等を実施するとともに、保健

医療や介護の関係者への研修等を通じて福祉、医療、介護の連携を構築する専門医療機関

を指定し、運営に要する経費を助成する。

２ 役割・機能

認知症の速やかな鑑別診断や、行動・心理症状（ＢＰＳＤ）と身体合併症に対する急性

期医療専門医療相談、関係機関との連携、研修会の開催等の役割を担う。

＜認知症疾患医療センター運営事業の内容＞

３ 事業内容

認知症疾患医療センター運営事業（認知症総合対策推進事業）

補助対象事業者 認知症疾患医療センターとして指定した病院

補助対象経費 認知症疾患医療センターの運営に必要な経費

補 助 率 等
10分の10以内、ただし厚生労働省で定められた額を上限とする。

単価：基幹型 8,074千円、地域型 3,528千円、連携型 1,464千円

体制 ◇原則、平日週５日稼動

機能

基幹型
①救命救急センターを有するなど身体合併症に対する救急医療機関

②専門医療機関 ③地域連携

地域型 ①専門医療機関 ②地域連携

連携型（Ｈ29～） ①専門医療機関 ②地域連携

事業

内容

□専門医療相談 □鑑別診断 □急性期対応（入院対応など）

□研修会や連携協議会 □診断後等支援機能

人員

配置等

◇専任の専門医（日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は

認知症疾患の鑑別診断等専門的な臨床経験５年以上）１名以上

◇専任臨床心理技術者１名以上配置

◇医療相談室に精神保健福祉士又は保健師等を２名以上配置

（連携型は看護師、保健師、精神保健福祉士、臨床心理技術者等１名以上）

検査

体制

◇血液検査、尿一般検査、心電図検査、神経心理検査が実施できる体制

◇神経画像検査体制…ＣＴ及びＭＲＩ（ＭＲＩは他医療機関との連携も可）

◇脳血流シンチグラフィ（ＳＰＥＣＴ）（他医療機関との連携も可）

病床

体制

◇精神病床と一般病床の併設（認知症の周辺症状と身体合併症の入院治療が可能）

・精神病床のみ…身体合併症に対応できる一般病床の医療機関との連携

・一般病床のみ…精神病床を有する医療機関との連携

事 業 名 内 容

認知症疾患医療センター運営事業 認知症疾患医療センターの運営費
地域型×９か所
連携型×２か所
抗Aβ抗体薬（治療、相談）×３か所

診断後等支援機能（専門職種の配置等）
６か所
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４ 指定状況等

指定 圏域 類型 医療機関名 所在地 指定期間 初回指定日

県

賀 茂 地域型
①医療法人辰五会ふれあい
南伊豆ホスピタル

賀茂郡南伊豆
町青市

R4.4.1
～R7.3.31

H28.12.1

熱海伊東 地域型
②公益社団法人地域医療振興協会
伊東市民病院

伊東市岡
R5.4.1
～R7.3.31

H29.2.1

駿東田方

地域型 ③ＮＴＴ東日本伊豆病院
田方郡函南町
平井

R5.4.1
～R7.3.31

H22.10.1

地域型
④独立行政法人国立病院機構
静岡医療センター

駿東郡清水町
長沢

R5.4.1
～R7.3.31

H29.4.1

地域型
⑤医療法人社団静岡康心会
ふれあい沼津ホスピタル

沼津市市道町
R5.4.1
～R7.3.31

H29.10.1

富 士
地域型

⑥公益財団法人復康会
鷹岡病院

富士市天間
R4.4.1
～R7.3.31

H25.10.1

連携型
⑦医療法人社団一就会
東静脳神経センター

富士宮市西小
泉町

R5.4.1
～R7.3.31

H29.11.1

志太榛原
地域型 ⑧焼津市立総合病院 焼津市道原

R5.4.1
～R7.3.31

H29.4.1

連携型
⑨医療法人社団峻凌会
やきつべの径診療所

焼津市中里
R5.4.1
～R7.3.31

H29.6.1

中東遠
地域型 ⑩中東遠総合医療センター

掛川市菖蒲ヶ
池

R5.4.1
～R7.3.31

H24.1.1

地域型 ⑪磐田市立総合病院 磐田市大久保
R5.4.1
～R7.3.31

H29.2.1

政
令
市

静 岡

地域型
⑫静岡てんかん・神経医療
センター

静岡市葵区
漆山

R5.4.1
～R7.3.31

H26.2.1

地域型 ⑬溝口病院
静岡市葵区
長沼

R4.4.1
～R7.3.31

H27.10.1

地域型 ⑭静岡市立清水病院
静岡市清水区
宮加三

R5.4.1
～R7.3.31

H28.10.1

西 部 基幹型 ⑮総合病院聖隷三方原病院
浜松市北区
三方原町

R4.4.1
～R7.3.31

H25.7.22

計 15箇所：県指定 11箇所、政令市指定４箇所（静岡市３か所、浜松市１か所）

焼津市

藤枝市

島田市

吉田町

静岡市

富士市

富士宮市

沼津市 清
水
町

長泉町

裾野市

御殿場市

小山町

三島市

函南町
熱
海
市

伊豆の国市

伊東市
伊豆市

西伊豆町
河津町

東伊豆町

松崎町

下田市

南伊豆町

川根本町

牧之原市

御前崎市

菊川市

掛川市

森町

袋井市

磐田市

浜松市

湖西市

賀茂

熱海伊東

駿東田方

富士

静岡

志太榛原

中東遠

西部

①

②

③
④

⑤
⑥

⑦

⑧
⑨

⑩⑪

⑫⑬
⑭

⑮
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５ 各センターの事業実施状況

(1) 県指定 単位：件

(2) 政令市指定 単位：件

６ 認知症疾患医療センター連絡協議会の開催 ＜平成27年度 開始＞

＜令和６年度＞

医療機関
鑑別診断件数 専門医療相談件数

R４ R５ R４ R５

ふれあい南伊豆ﾎｽﾋﾟﾀﾙ 84 74 392 434

伊東市民病院 209 246 286 335

NTT東日本伊豆病院 68 57 2,009 2,199

静岡医療センター 35 34 88 119

ふれあい沼津ﾎｽﾋﾟﾀﾙ 61 48 1,334 1,078

鷹岡病院 135 63 801 474

東静脳神経ｾﾝﾀｰ 204 188 342 185

焼津市立総合病院 49 68 782 697

やきつべの径診療所 178 82 225 175

中東遠総合医療ｾﾝﾀｰ 178 185 2,028 1,874

磐田市立総合病院 33 41 137 289

合計 1,234 1,086 8,424 7,859

医療機関
鑑別診断件数 専門医療相談件数

R４ R５ R４ R５

静岡てんかん神経医療ｾﾝﾀｰ 329 339 1,112 1,146

溝口病院 168 193 698 795

静岡市立清水病院 115 108 370 354

聖隷三方原病院 327 328 138 296

合計 939 968 2,318 2,591

区分 内 容

開催日・会場 令和６年10月15日（金） 静岡県医師会館（静岡市）

参 加 者
県内15認知症疾患医療センター職員、若年性認知症支援コーディネーター

静岡県医師会、行政（静岡市、浜松市、県庁）

内 容

○認知症総合対策推進事業の実施状況

○認知症疾患医療センター運営事業の実施状況

○市町ヒアリング結果「認知症疾患医療センターに期待する役割や機能等」

○意見交換

○勉強会「レカネマブ投与の状況と課題について」
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＜令和５年度＞

区分 内 容

開催日・会場 令和５年12月８日（金） 静岡県医師会館（静岡市）

参 加 者
県内15認知症疾患医療センター職員、若年性認知症支援コーディネーター

静岡県医師会、行政（静岡市、浜松市、県庁）

内 容

○認知症総合対策推進事業の実施状況

○認知症疾患医療センター運営事業の実施状況

○市町ヒアリング結果「認知症疾患医療センターに期待する役割や機能等」

○意見交換

○勉強会「レカネマブについて」

そ の 他 基幹型の聖隷三方原病院の協力を得て実施

-30-



ふじのくに感染症管理センターからの報告

内容 　感染症指定医療機関の見直し

静岡県健康福祉部「生きる」を支える～挑戦とスピード感あふれる仕事から～ １

厚生労働大臣の定める基準に適合する病院を選定し、設置者の同意を得て知事が指定する。(法第38条第２項)

感染症指定医療機関の指定状況

感染症指定医療機関一覧（現状）

項目 内容 指定状況

第一種 ・県内に１か所（一類感染症患者と二類感染症患者の入院施設） １病院２床

第二種 ・二次医療圏ごとに１か所（二類感染症患者の入院施設） 10病院46床

２次保健 
医療圏 

管内 
人口 

種別 
基　準 
病床数 

指定医療機関 所在地 
指定 
年月 

指定 
病床数 

賀茂 65,197 第二種 ４ 下田メディカルセンター 下田市 H24.5 ４ 

熱海伊東 104,827 第二種 ４ 国際医療福祉大学熱海病院 熱海市 H17.7 ４ 

駿東田方 654,623 第二種 ６ 裾野赤十字病院 裾野市 H11.4 ６ 

富士 377,836 第二種 ６ 富士市立中央病院 富士市 H11.4 ６ 

静岡 701,803 
第一種 ２  静岡市立静岡病院 

 (H28.4地方独立行政法人化) 
静岡市 

H20.10 ２ 

第二種 ６ H11.4 ４ 

志太榛原 460,970 第二種 ６ 島田市立総合医療センター 島田市 H11.4 ６ 

中東遠 465,342 第二種 ６ 
中東遠総合医療センター 掛川市 H25.5 ４ 

磐田市立総合病院 磐田市 H16.4 ２ 

西部 856,347 第二種 10 
国民健康保険佐久間病院 浜松市 H16.6 ４ 

浜松医療センター 浜松市 H11.4 ６ 

２

【資料４】
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第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指
定医療機関及び結核指定医療機関の指定は、
厚生労働大臣の定める基準に適合する病院※
について、その開設者の同意を得て、都道府
県知事が行うものとする。

※結核指定医療機関は、病院若しくは診療所（第六条
第十六項の政令で定めるものを含む。）又は薬局

根拠法令（感染症法第38条第２項）

・平成11年３月の厚生労働省通知により、　
　「適当な病床数」が定められている。

・「適当な病床数」以上の指定については、「都道
　府県が適切な追加であるかを確認の上、可能」

　とされている。

感染症病床配置に係る国の考え

適当な病床数

各都道府県１か所　２床第一種

第二種

人口 病床数
該当する

２次保健医療圏

～30万人 ４床 賀茂、熱海伊東

30万人～100万人 ６床

駿東田方、富士、

静岡、志太榛原、
中東遠、西部

100万人～200万人 ８床 －

200万人～300万人 10床 －

300万人～ 12床 －

医療圏ごと１か所
人口に応じた病床数

（参考）感染症指定医療機関の指定基準

３

４

感染症指定医療機関の見直しの必要性

感染症指定医療機関は、新興感染症発生時にステージ０の段階から対応が求められる重要な
役割を担う
⇒新型コロナ対応を踏まえ、新規指定等の見直しが必要

新興感染症発生時における医療機関への要請イメージ

感染症病床の増床、感染症指定医療機関全体の対応力強化を図るため、感染症指定医療機関及び

新型コロナ対応医療機関に対して意向を確認

検討経緯

ステージ０から対応
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５

コロナの経験を踏まえた静岡県の感染症指定医療機関強化の基本方針

• 重症の小児感染症患者に対応できる施設の確保

• 人口の多い医療圏（40万人以上）に複数施設
を確保し、役割と負荷を分担

• 空港や国際港から、検疫所の指示で入院する患
者分の病床確保

上記を、３計画（県保健医療計画・県感染症予防計画・県新型インフ
ルエンザ等対策行動計画）の期間中（～R11年度）までに実現したい

医療機関に対する意向調査の結果を踏まえ、感染症指定医療機関の見直しを行う。

１　小児の二類等（重症）感染症患者への対応強化

２　２次保健医療圏ごとの感染症病床数の充足

３　新型コロナ対応を踏まえた感染症指定医療機関の見直し

・新型コロナ流行時に､小児の重症患者が感染症指定医療機関から指定を受けていない小児病 
  院へ転院する実態があったことから、全県を対象とした小児病院を新規指定
　⇒　調査により意向のあった県立こども病院を新規指定

・国基準（適当な病床数）を充足していない２次保健医療圏（静岡）の増床のため新規指定
　⇒　調査により意向のあった医療機関を新規指定（調整中）

感染症指定医療機関の見直し方針

【駿東田方圏域】
裾野赤十字病院から指定辞退の申し
出があったため、同じ圏域内の静岡
医療センターを新規指定

【志太榛原圏域】
症状に応じた患者受入れの役割分担を行
い、医療ひっ迫を回避するため、藤枝市
立総合病院を新規指定

＋

６
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７

小児の二類等（重症）感染症患者への対応強化

対象医療機関 時期 指定の考え方 

【静岡医療圏】 
　県立こども病院

第二種（＋１床） 

R7：整備 
R8：指定 

全県を対象とした小児対応の指定医療
機関の確保

２次保健 
医療圏 

管内 
人口 

種別 指定医療機関 所在地 
国基準 
病床数 

現行 
病床数 

見直し後
病床数 

静岡 701,803 

第一種 
静岡市立静岡病院 静岡市 

２ ２ ２ 

第二種 ６

４ ４ 
県立こども病院 静岡市 － １

（調整中） 静岡市 － ２

静岡　計 
第一種 ２ ２ ２

第二種 ６ ４  ７ 

県立こども病院の新規指定（第二種） 

令和７年度からの静岡医療圏の病床数  

８

新型コロナ対応を踏まえた感染症指定医療機関の見直し①

対象医療機関 時期 指定の考え方 

【志太榛原医療圏】 

藤枝市立総合病院
第二種（＋２床） 

R6：整備 
R7：指定 

医療ひっ迫を避けるため、患者受入れ
に係る機能別役割分担が必要

⇒人口40万人の圏域に複数の指定医　
　療機関を確保

２次保健 
医療圏 

管内 
人口 

種別 指定医療機関 所在地 
国基準 
病床数 

現行 
病床数 

見直し後
病床数 

志太榛原 460,970 第二種 

島田市立総合医療セ
ンター

島田市 
６ 

６ ６ 

藤枝市立総合病院 藤枝市 ― ２ 

志太榛原　計 第二種 ６ ６  ８ 

藤枝市立総合病院の新規指定（第二種） 

令和７年度からの志太榛原医療圏の病床数  
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９

新型コロナ対応を踏まえた感染症指定医療機関の見直し②

対象医療機関 時期 指定の考え方 

【駿東田方医療圏】 

静岡医療センター

第二種 

R6：整備 
R7：指定 

裾野赤十字病院から指定辞退の申し出
があったため

２次保健 
医療圏 

管内 
人口 

種別 指定医療機関 所在地 
国基準 
病床数 

現行 
病床数 

見直し後
病床数 

駿東田方 654,623 第二種 
裾野赤十字病院 裾野市 

６ 
６ － 

静岡医療センター 清水町 ― ６ 

駿東田方　計 第二種 ６ ６  ６ 

静岡医療センターの新規指定（第二種） 

令和７年度からの駿東田方医療圏の病床数  

見直し後の感染症指定医療機関の指定状況

10

２次保健 
医療圏 

管内 
人口 

種別 指定医療機関 所在地 
国基準 
病床数 

現行 
病床数 

見直し後
病床数（案） 

賀茂 65,197 第二種 下田メディカルセンター 下田市 ４ ４ ４ 

熱海伊東 104,827 第二種 国際医療福祉大学熱海病院 熱海市 ４ ４ ４ 

駿東田方 654,623 第二種 
裾野赤十字病院 裾野市 

６ 
６ ― 

静岡医療センター 清水町 ― ６ 

富士 377,836 第二種 富士市立中央病院 富士市 ６ ６ ６ 

静岡 701,803 

第一種 
静岡市立静岡病院 静岡市 

２ ２ ２ 

第二種 ６ 

４ ４ 

県立こども病院 静岡市  ― １ 

（調整中） 静岡市 ― ２ 

志太榛原 460,970 第二種 
島田市立総合医療センター 島田市 

６ 
６ ６ 

藤枝市立総合病院 藤枝市  ― ２ 

中東遠 465,342 第二種 
中東遠総合医療センター 掛川市 

６ 
４ ４ 

磐田市立総合病院 磐田市 ２     ２ 

西部 856,347 第二種 
国民健康保険佐久間病院 浜松市 

10 
４  ４

浜松医療センター 浜松市 ６ ６ 

計 
第一種 ２ ２ ２ 
第二種 48 46 51 

(＋１)

７

８

(＋２)

感染症指定医療機関一覧（見直し後）
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R6 R7 R8

知
事
に
よ
る
指
定

施設基準・
整備計画
確認

国調整
(補助金）

見直し調整 施設整備

国補助に
向けた
申請手続

৴

ੈ
৮
ভ

地
域
医
療
協
議
会
・
医
療
審
議
会

指定報告

感染症指定医療機関の見直しのスケジュール

৴

ੈ
৮
ভ

地
域
医
療
協
議
会
・
医
療
審
議
会

自主財源
による
施設整備

藤枝市立総合病院

知
事
に
よ
る
指
定

指定報告

施設

整備
(補助)

県立こども病院等

施設整備

その他全体

11
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ふじのくに感染症管理センターからの報告

内容 　結核病床の見直し

静岡県健康福祉部「生きる」を支える～挑戦とスピード感あふれる仕事から～ １

・結核のまん延を防止するために入院勧告した患者を収容する結核病床を確保している。(法第19条、20条)
・第９次保健医療計画における結核基準病床　５６病床

結核病床の見直し

保健医療計画改定に伴う基準病床（結核病床）の状況

各医療機関の結核病床の減少希望について（令和７年１月１日現在）

２

結核許可病床及
び結核モデル病
床を合せれば現
在の減少意向を
加味しても県内
に必要な結核病
床は確保可能

地域  病  院  名 
結核許可病床 結核モデル病床

現状
見直し後
（案）

差引 現状
見直し後
（案）

差引

東部  富士市立中央病院  10
検討中
※1

未定 0
導入を

検討中※1
未定

中部 
県立総合病院  50

30
※2

△20 0
20
※2

20

島田市立総合医療セ
ンター 

4 4　 0　 0 0　 0

西部 
天竜病院 8

8
※3

0 10 10 0

聖隷三方原病院  20 14 △6 0 0 0

合計  （5医療機関）  92 未定 未定 10 未定 未定

※1　病院建て替えのため、R13年度開設予定　　※２　結核モデル病床完成後に結核病床を減床予定　　※３　８床休床予定
【参考】新規登録患者数：令和２年　348人　令和３年　291人　令和４年　241人　令和５年　281人　

【資料５】
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令和

７年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 ～ 9月 10月

聖隷三方
原病院

県立総合
病院

10月頃
（未定）
交付決定

6月頃
(未定)
内示

【モデル病床関係】
保健衛生施設等国庫補

助金申請手続き

【モデル病床関係】
保健衛生施設等国庫補助金

整備計画手続き

天竜病院

富士市立
中央病院

2/6

結核対
策推進
協議会

2/12他

地域医療
構想調整

会議

4/1
結核病床
６床減床

4/1
結核病床
８床休床

浜松市保健所
に減床の届出

3/12

感染症
対策連携
協議会

共通

【モデル病床関係】
9月（予定）

モデル病床着工

●県立総合病院整備計画（予定）
R7.9月頃　モデル病床着工
R8.8月頃　モデル病床完成
　　　　　結核病床工事着手（結核病床20床減少手続き開始）
(この間、モデル病床20床のみの運用となる)
R9.8月頃　結核病床工事完了
（これ以降、結核病床30床+モデル病床20床）

今後の結核病床数について感染症対策課と協議

●富士市立中央病院整備計画（予定）
R7末　基本計画策定
　　　→結核病床数について、感染症対策課と協議
R10　新病院建設工事着工
R13　新病院開院

（概要）「結核病床の減床」及び「結核モデル病床への転換」の際の手続き

３
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令和６年 12 月１日

（件 名）

静岡県医師数等調査の結果について
(医療局地域医療課)

１ 調査要旨

静岡県医療対策協議会の提言に基づき、定期的に県内の医師の地域別、診療科別の勤

務状況を把握することにより、効果的な医師確保対策を実施するため、県内の公的病院

等を対象に、医師数等の調査（年２回）を実施している。

なお、結果については、県医療対策協議会において報告している。

２ 調査方法

（1）対 象

公的病院等 56 病院

（2）調査項目（令和６年 10 月１日時点の調査）

（3）医師不足数の算出

病院別・診療科別の職員定数等から常勤医師数等（常勤医、専攻医）を引き、合計し

た数

※常勤医師数等が定数を上回る場合は不足０

区 分 内 容 備 考

診療科情報
診療科分類、職員定数等、

休廃止状況

○職員定数等

・条例で定数を定めている場合

その定数を診療科ごとに記載

・上記以外

最低限必要な医師数を記載

○口腔外科

歯科医師との領域の重複を避けるため、職員

定数、現員医師数とも調査結果から除外

勤務医

個別情報

診療科、雇用形態、

指導医資格、専門医資格、

退職予定

臨床研修医は対象外

○雇用形態

常勤・非常勤のほか、雇用・非雇用を区別

専攻医の

受入状況

専攻医の受入可能数、

今後の見込み、受入条件

【資料６】
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３ 令和６年 10 月の調査結果

（1）概 要

○職員定数 4,468人

○常勤医師数等（臨床研修を除く） 4,010人（うち専攻医（常勤）は 716人）

○実質的な不足数 782人（充足率 82.5％）
（単位：人）

※１…当時の調査対象は 48病院であり、非常勤の扱いも異なるため、単純比較は出来ない。

※２…病院別・診療科別の職員定数を満たさない医師数を積み上げた、実質的な不足数である。

【参考：経年表（各年４月１日時点）】

区 分 R6.10.1
H26.4.1※1

(配置開始)

R5.10.1

(１年前)

R6.4.1

(半年前)

10.5 年

変化※1 1 年変化 半年変化

職員定数（Ａ） 4,260 3,309 4,263 4,250 951 ▲3 10

常 勤 医 師 数 等

（Ｂ）
3,840 2,991 3,804 3,898 849 36 ▲58

常勤医 3,124 2,465 3,097 3,215 659 27 ▲91

専攻医（常勤） 716 526 707 683 190 9 33

非常勤 1,436 995 1,352 1,364 441 84 72

不足数※２（Ｃ） 730 511 739 659 219 ▲9 71

充足率（Ｄ＝１－Ｃ/Ａ） 82.9% 84.6% 82.7% 84.3% ▲1.69pp ▲0.20pp ▲1.44pp

区分 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

職員

定数
2,991 3,161 3,205 3,309 3,493 3,569 3,632 3,664

常勤

医師数
2,753 2,829 2,884 2,991 3,167 3,191 3,209 3,279

不足数 455 501 526 511 574 521 599 615

区分 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R6-H23

職員

定数
3,753 3,958 4,142 4,187 4,205 4,250 1,259

常勤

医師数
3,450 3,486 3,670 3,701 3,814 3,898 1,145

不足数 649 702 701 754 670 659 204

-40-



（2）診療科別の状況
（単位：人）

※ 調査対象は 48 病院であり、非常勤の扱いも異なるため、単純比較は出来ない

診療科

R6.10.1 現在 H26.4.1 現在※ R5.10.1 現在 R6.4.1 現在 10.5 年変化 1年変化 半年変化

定
数
等

常
勤

医
師
数
等

不
足

定
数
等

常
勤

医
師
数
等

不
足

定
数
等

常
勤

医
師
数
等

不
足

定
数
等

常
勤

医
師
数
等

不
足

定
数
等

常
勤

医
師
数
等

不
足

定
数
等

常
勤

医
師
数
等

不
足

定
数
等

常
勤

医
師
数
等

不
足

内科 1,341 1,214 233 1,038 924 179 1,346 1,202 234 1,329 1,230 205 303 290 54 ▲5 12 ▲1 12 ▲16 28

皮膚科 87 82 13 66 64 9 90 81 18 88 83 12 21 18 4 ▲3 1 ▲5 ▲1 ▲1 1

小児科 268 255 27 252 227 28 270 257 25 271 261 28 16 28 ▲1 ▲2 ▲2 2 ▲3 ▲6 ▲1

精神科 151 135 29 77 64 16 144 134 26 151 140 28 74 71 13 7 1 3 0 ▲5 1

外科 583 542 76 445 467 29 572 547 65 571 548 57 138 75 47 11 ▲5 11 12 ▲6 19

泌尿器科 143 130 19 115 95 21 148 128 26 144 129 19 28 35 ▲2 ▲5 2 ▲7 ▲1 1 0

脳神経外科 145 125 25 139 115 27 144 122 26 145 124 26 6 10 ▲2 1 3 ▲1 0 1 ▲1

整形外科 305 297 27 246 234 22 309 283 43 308 298 27 59 63 5 ▲4 14 ▲16 ▲3 ▲1 0

形成外科 75 78 8 46 51 3 70 72 10 75 79 7 29 27 5 5 6 ▲2 0 ▲1 1

眼科 103 93 20 80 56 24 105 86 25 101 90 19 23 37 ▲4 ▲2 7 ▲5 2 3 1

耳鼻いんこう科 116 103 18 97 89 12 116 100 21 115 106 17 19 14 6 0 3 ▲3 1 ▲3 1

産婦人科 206 183 33 195 160 41 205 176 35 207 183 33 11 23 ▲8 1 7 ▲2 ▲1 0 0

リハビリ科 72 60 18 39 31 10 70 67 12 71 64 16 33 29 8 2 ▲7 6 1 ▲4 2

放射線科 138 119 42 107 89 21 141 112 38 139 124 32 31 30 21 ▲3 7 4 ▲1 ▲5 10

麻酔科 216 166 57 165 145 25 218 172 55 220 169 59 51 21 32 ▲2 ▲6 2 ▲4 ▲3 ▲2

病理診断科 62 42 24 44 42 3 64 53 15 62 51 14 18 0 21 ▲2 ▲11 9 0 ▲9 10

臨床検査科 21 20 6 14 14 2 20 16 4 21 15 6 7 6 4 1 4 2 0 5 0

救急科 109 85 28 65 48 18 105 81 32 111 93 27 44 37 10 4 4 ▲4 ▲2 ▲8 1

総合診療科※2 28 23 9 ー ー ー 7 4 4 28 25 7 28 23 9 21 19 5 0 ▲2 2

その他 91 88 18 79 76 21 119 111 25 93 86 20 12 12 ▲3 ▲28 ▲23 ▲7 ▲2 2 ▲2

合計 4,260 3,840 730 3,309 2,991 511 4,263 3,804 739 4,250 3,898 659 951 849 219 ▲3 36 ▲9 10 ▲58 71
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（3）地域別圏域別の状況
（単位：人）

※調査対象は 48 病院であり、非常勤の扱いも異なるため、単純比較は出来ない。

圏域

R6.10.1 現在 H26.4.1 現在※ R5.10.1 現在 R6.4.1 現在 10.5 年変化 1年変化 半年変化

定
数
等

常
勤
医
師
数
等

不
足

定
数
等

常
勤
医
師
数
等

不
足

定
数
等

常
勤
医
師
数
等

不
足

定
数
等

常
勤
医
師
数
等

不
足

定
数
等

常
勤
医
師
数
等

不
足

定
数
等

常
勤
医
師
数
等

不
足

定
数
等

常
勤
医
師
数
等

不
足

東部

賀茂 49 32 18 37 28 11 47 31 21 49 32 18 12 4 7 2 1 ▲3 0 0 0

熱海伊東 133 91 43 42 27 15 131 98 38 131 95 38 91 64 28 2 ▲7 5 2 ▲4 5

駿東田方 766 677 132 529 514 68 774 674 131 769 681 119 237 163 64 ▲8 3 1 ▲3 ▲4 13

富士 214 184 40 146 145 2 215 185 38 215 184 41 68 39 38 ▲1 ▲1 2 ▲1 0 ▲1

小計 1,162 984 233 754 714 96 1,167 988 228 1,164 992 216 408 270 137 ▲5 ▲4 5 ▲2 ▲8 17

中部

静岡 1,079 937 166 852 731 161 1,104 921 204 1,086 947 159 227 206 5 ▲25 16 ▲38 ▲7 ▲10 7

志太榛原 515 382 161 372 273 106 514 373 162 513 391 146 143 109 55 1 9 ▲1 2 ▲9 15

小計 1,594 1,319 327 1,224 1,004 267 1,618 1,294 366 1,599 1,338 305 370 315 60 ▲24 25 ▲39 ▲5 ▲19 22

西部

中東遠 337 307 36 264 259 12 305 297 16 312 310 11 73 48 24 32 10 20 25 ▲3 25

西部 1,167 1,230 134 1067 1014 136 1,173 1,225 129 1,175 1,258 127 100 216 ▲2 ▲6 5 5 ▲8 ▲28 7

小計 1,504 1,537 170 1,331 1,273 148 1,478 1,522 145 1,487 1,568 138 173 264 22 26 15 25 17 ▲31 32

合計 4,260 3,840 730 3,309 2,991 511 4,263 3,804 739 4,250 3,898 659 951 849 219 ▲3 36 ▲9 10 ▲58 71
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※　43，44ページについては、非公表の資料のため、掲載しておりません。



令和６年度外来機能報告結果及び紹介受診重点医療機関について

令和６年度外来機能報告の集計結果の状況（概要）

１ 要旨

○患者の医療機関選択に当たり、外来機能の情報が十分得られず、また、患者にいわゆる大病

院志向がある中、一部の医療機関に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担

等の課題が生じている。

○そのため、厚生労働省では外来機能報告制度を創設し、令和４年度から実施している。

２ 外来機能報告の概要

(1) 対象医療機関

病院、有床診療所（※無床診療所も意向があれば、外来機能報告を行うことが可能。今回、

３機関の報告があった）

(2) 制度概要

地域の医療機関の外来機能の明確化・連携に向けて、データに基づく議論を地域で進めるた

め、医療機関による外来医療の実施報告（外来機能報告）を実施。

外来機能報告に基づき、協議の場（地域医療構想調整会議）において、紹介受診重点外来を

地域で基幹的に担う医療機関として、「紹介受診重点医療機関」を決定する。

＜紹介受診重点外来のイメージ＞

〇医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来 （悪性腫瘍手術の前後の外来 など）

〇高額等の医療機器・設備を必要とする外来 （外来化学療法、外来放射線治療 など）

〇特定の領域に特化した機能を有する外来 （紹介患者に対する外来 など）

３ 紹介受診重点外来に関する基準
○初診基準：40％以上（初診の外来件数のうち「紹介受診重点外来」の件数の占める割合）
○再診基準：25％以上（再診の外来件数のうち「紹介受診重点外来」の件数の占める割合）
上記基準を満たさない場合であっても、紹介率50%以上かつ逆紹介率40%以上を参考の水準
とする。

４ 令和６年度報告内容（かっこ内は昨年度報告）

５ 紹介受診重点医療機関（令和６年３月１日公表時点）
25医療機関（うち、病院24機関）

＜構想区域ごとの内訳＞

区 分

１ ２ ３ ４

合計基準：〇
意向：〇

基準：〇
意向：×

基準：×
意向：〇

基準：×
意向：×

病院 18(20) ４(３) ６(４) 111(112) 139(139)

有床診療所 ０(０) ３(６) ０(０) 134(137) 137(143)

無床診療所 １(１) ０(０) ０(０) ２(１) ３(２)

合計 19(21) ７(９) ６(４) 247(250) 279(284)

構想区域 賀茂 熱海伊東 駿東田方 富士 静岡 志太榛原 中東遠 西部

医療機関数 ０ １ ３ １ ７ ３ ２ ８

【資料７】
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令和6年度　外来機能報告の集計結果の状況

構想区域 機関種別
①

基準：〇
意向：〇

②
基準：〇
意向：×

③
基準：×
意向：〇

④
基準：×
意向：×

合計

病院 18 4 6 111 139

有床診療所 0 3 0 134 137

無床診療所 1 0 0 2 3

計 19 7 6 247 279

病院 6 6

有床診療所 1 3 4

無床診療所 0

計 0 1 0 9 10

病院 1 5 6

有床診療所 6 6

無床診療所 0

計 0 0 1 11 12

病院 2 2 1 36 41

有床診療所 1 32 33

無床診療所 1 1

計 2 3 1 69 75

病院 1 2 9 12

有床診療所 18 18

無床診療所 0

計 1 2 0 27 30

病院 4 3 15 22

有床診療所 21 21

無床診療所 0

計 4 0 3 36 43

病院 3 8 11

有床診療所 1 11 12

無床診療所 0

計 3 1 0 19 23

病院 2 12 14

有床診療所 13 13

無床診療所 0

計 2 0 0 25 27

病院 6 1 20 27

有床診療所 30 30

無床診療所 1 1 2

計 7 0 1 51 59

県全体

賀茂

熱海伊東

駿東田方

富士

静岡

志太榛原

中東遠

西部
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令和６年度　外来機能報告　報告状況
基準 基準 参考水準 参考水準 8

40％以上 25％以上 50%以上 40%以上

分類 構想区域 医療機関種別 市区町村名称
医療機関コー
ド

医療機関施設名

紹介受
診重点
医療機
関

(47)意
向

(4) 初
診外来
患者の
うち医
療資源
を重点
的に活
用する
患者割
合（年
間）

(11) 再
診外来
患者の
うち医
療資源
を重点
的に活
用する
患者割
合（年
間）

①基準
合致

(51) 紹
介率
（年
間）

(52) 逆
紹介率 
（年
間）

②参考
水準合
致

分類 集計用
地域医
療支援
病院

1・基準〇・意向〇 駿東田方 病院 清水町 2219710015 独立行政法人国立病院機構静岡医療センター 〇 〇 75.3 29.3 〇 78.4 68.1 〇 1・基準〇・意向〇 〇
長泉町 2211310202 静岡県立静岡がんセンター 〇 〇 78.8 43.9 〇 77.1 113.5 〇 1・基準〇・意向〇

富士 病院 富士市 2212310094 富士市立中央病院 〇 〇 74.1 28.8 〇 76.9 81.3 〇 1・基準〇・意向〇 〇
静岡 病院 静岡市葵区 2214211332 静岡市立静岡病院 〇 〇 82 36.6 〇 90.8 153.5 〇 1・基準〇・意向〇 〇

2214160075 静岡赤十字病院 〇 〇 74.8 30.4 〇 89 136.2 〇 1・基準〇・意向〇 〇
2214210771 静岡県立総合病院 〇 〇 78.7 34.1 〇 91.9 177.2 〇 1・基準〇・意向〇 〇

静岡市駿河区 2214160042 静岡済生会総合病院 〇 〇 64.1 27.7 〇 77.9 116.1 〇 1・基準〇・意向〇 〇

志太榛原 病院 島田市 2215460078 島田市立総合医療センター 〇 〇 67.3 32.8 〇 76.6 100.6 〇 1・基準〇・意向〇 〇
焼津市 2215160058 焼津市立総合病院 〇 〇 56.4 30.7 〇 62.8 82.6 〇 1・基準〇・意向〇 〇
藤枝市 2215310554 藤枝市立総合病院 〇 〇 77.2 31.9 〇 73.6 120.5 〇 1・基準〇・意向〇 〇

中東遠 病院 磐田市 2216710067 磐田市立総合病院 〇 〇 65.5 33.2 〇 81.8 105.7 〇 1・基準〇・意向〇 〇
掛川市 2217410089 掛川市･袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター 〇 〇 49 31.1 〇 88.1 108.5 〇 1・基準〇・意向〇 〇

西部 病院 浜松市中央区 2217110465 浜松医療センター 〇 〇 71.2 32.1 〇 81.8 110.2 〇 1・基準〇・意向〇 〇
2217110861 社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松病院 〇 〇 71.3 30.4 〇 81.3 88.6 〇 1・基準〇・意向〇 〇
2219610488 浜松医科大学医学部附属病院 〇 〇 71.9 27 〇 85 70.9 〇 1・基準〇・意向〇
2217110440 独立行政法人労働者健康安全機構 浜松労災病院 〇 〇 78.2 30.1 〇 57.6 87.6 〇 1・基準〇・意向〇 〇
2217160205 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院〇 〇 57.9 31.7 〇 84.8 90.2 〇 1・基準〇・意向〇 〇

浜松市浜名区 2217110051 浜松赤十字病院 〇 〇 70.1 29.4 〇 59.4 80.2 〇 1・基準〇・意向〇 〇
無床診療所 2218310346 浜松ＰＥＴ診断センター 〇 〇 100 67.6 〇 100 102.7 〇 1・基準〇・意向〇

2・基準〇・意向× 賀茂 有床診療所 下田市 2210210262 のぞみ記念 下田循環器・腎臓クリニック × 59.2 74.3 〇 0 0 2・基準〇・意向×
駿東田方 病院 沼津市 2211110412 医療法人社団親和会 西島病院 × 88.1 30.8 〇 31.1 19.3 2・基準〇・意向×

清水町 2211310129 医療法人社団宏和会 岡村記念病院 × 80.1 35.3 〇 49.3 238.3 2・基準〇・意向×
有床診療所 沼津市 2211110289 医療法人社団弘仁勝和会 沼津勝和クリニック × 42.5 86.8 〇 0 0 2・基準〇・意向×

富士 病院 富士市 2212310078 聖隷富士病院 × 44.9 37.1 〇 59.9 34.7 2・基準〇・意向×
2212310409 医療法人社団秀峰会 川村病院 × 43.3 33.7 〇 28.3 16.9 2・基準〇・意向×

志太榛原 有床診療所 島田市 2215410263 生駒脳神経クリニック × 95.9 27.6 〇 0 0 2・基準〇・意向×
3・基準×・意向〇 熱海伊東 病院 伊東市 2210410276 伊東市民病院 〇 〇 65.7 18.5 75.9 106.6 〇 3・基準×・意向〇 1 〇

駿東田方 病院 沼津市 2211160011 沼津市立病院 〇 〇 43.1 23.4 69 70.4 〇 3・基準×・意向〇 1 〇
有床診療所 裾野市 2211400318 高桑医院岩波診療所 〇 1.4 1.2 0 0 4・対象外 1

静岡 病院 静岡市葵区 2219810096 独立行政法人国立病院機構静岡てんかん・神経医療センター〇 〇 90.7 18.2 84.7 211.4 〇 3・基準×・意向〇 1
2214210789 静岡県立こども病院 〇 〇 28.5 20.2 90.1 47.8 〇 3・基準×・意向〇 1 〇

静岡市清水区 2214210029 静岡市立清水病院 〇 〇 52.1 24.1 73.9 108.8 〇 3・基準×・意向〇 1 〇
西部 病院 浜松市中央区 2217110069 JA静岡厚生連遠州病院 〇 〇 57.7 23.7 82 64.4 〇 3・基準×・意向〇 1 〇

無床診療所 22X0000873 医療法人社団 心 坂の上ファミリークリニック 〇 5.8 3.7 0 0 4・対象外 1
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１回目の協議の場（今回） ２回目の協議の場（6月頃）

◆紹介受診重点外来の基準：初診基準：40％以上（初診の外来件数のうち「医療資源を重点的に活用する外来」の件数の占める割合）
かつ

             再診基準：25％以上（再診の外来件数のうち「医療資源を重点的に活用する外来」の件数の占める割合）

◆参考水準：紹介率50%以上かつ逆紹介率40%以上

(※1)基準の達成に向けたスケジュール等を書面又は口頭で説明を求め、その内容を公表する。
(※2)１回目の協議の場での説明が間に合わない場合、２回目の協議の場での説明でも可能。
(※3)意向を有する理由等の意見を聴取。書面での提出も可能。

報告対象

基準○

基準×

意向×

意向○

意向×

紹介受診重点医療機関となることを確認

紹介受診重点医療機関とならないことを確認

医療機関による説明(※1)を
実施(※2)し、紹介受診重点
医療機関となることを確認

対象外

参考水準○

参考水準×

意向○

医療機関から意見等を聴取し、
再協議

再協議

医療機関による説明(※1)を実施
し、紹介受診重点医療機関とな
ることを確認

医療機関から意見等を聴取
し(※3)、紹介受診重点医療
機関となる・ならないを協
議 対象外

再協議認められない場合

認められない場合

認められない場合

なる場合

ならない場合
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地域医療連携推進法人の設立

１ 概 要

一般社団法人志太榛原医療連携ネットワークから、地域医療連携推進法人の設立申請の

事前協議があったので、御協議いただきたい。

２ 法人の内容

（１）名 称

一般社団法人志太榛原医療連携ネットワーク

（県認定後は、地域医療連携推進法人志太榛原医療連携ネットワーク）

（２）医療連携推進区域

志太榛原医療圏

（３）社 員

（４）理 念

静岡県地域医療構想の実現に向け、医療機関相互の機能分化と連携により、安心・

安全な地域医療を将来にわたって安定的に提供することを目指す。また、新興感染症

の蔓延に備えて病床の機能分化と再編を行い、感染症医療と一般医療とが両立できる

医療体制の構築を目指す。

（５）運営方針

○ 参加法人内において、必要な診療機能、病床規模の適正化を図り、将来を見据えた医

療需要に対応するとともに、新興感染症への対応力を高めることにより、地域医療構

想の実現を図る。

○ 参加法人の特性を活かした医療機能の分化・連携を推進し、住民が住み慣れた地域で

切れ目のない適切な医療、介護、福祉が受けられる仕組みを行政と共に構築する。

○ 参加法人が連携して医療従事者の研修、交流を行うことにより、持続的、効率的な医

療の提供を通じて地域医療に貢献する。

○ 参加法人は、公共の福祉のために連携推進業務の推進を図る責務を負う。

３ 今後の予定

本日の地域医療構想調整会議にて協議の上、令和７年３月18日の医療審議会で意見を

聴取し、令和７年３月下旬に知事が医療連携推進認定をする。

法人等名称 代表者名

藤枝市 藤枝市長 北村正平

医療法人社団聖稜会 理事長 横山日出太郎

【資料８】
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【参考】地域医療連携推進法人制度

１ 地域医療連携推進法人制度の趣旨

地域医療連携推進法人は、医療機関相互間の機能分担及び業務の連携を推進し、

質の高い医療を効率的に提供することにより、地域医療構想を達成するための一つ

の選択肢として平成29年度に創設された制度である。

２ 地域医療連携推進法人制度活用のメリット等

令和６年１0月１日現在、全国で45法人が認定されている。

３ 地域医療連携推進法人の認定基準（抜粋）

①医療連携推進業務を行うことを主たる目的とするものであること。

②医療連携推進業務を行うに当たり、社員、理事、監事、職員等の関係者に対し特

別の利益を与えないものであること。

③医療連携推進方針には、医療連携推進区域、機能分担・業務連携に関する事項、

当該事項の目標等を記載しなければならない。また、医療連携推進区域は、地

域医療構想区域を考慮して定めなければならないこと。

④医療連携推進区域、社員を定款で定めているものであること。

⑤病院等を開設する参加法人の数が２以上であるものであること。

⑥社員は各１個の議決権を有するものであること。（不当に差別的な取扱いでなく、

かつ、提供した金銭に応じて異なる取扱いでなければ、定款において、議決権

の数や議決権の行使の条件など別に定めることが可能）

⑦地域医療連携推進評議会を置く旨を定款で定めているものであること。

⑧参加法人が予算の決定等その他の重要な事項を決定するに当たっては、あらか

じめ、当該一般社団法人に意見を求めなればならないものとする旨を定款で定

めているものであること。

区分 項目 内容

法
制
度
上

病床融通
病床過剰地域においても、地域医療構想の達成のために

必要な病床融通を、参加法人間で行うことを可能とする。

資金貸付 参加法人に対する資金貸付を可能とする。

出資
法人は一定の要件により介護サービス等を行う事業者に

対する出資を可能とする。

法
人
運
営
上

患者紹介・

逆紹介の円滑化
カルテの統一化、重複検査の防止、スムーズな転院

共同購入 医薬品・医療機器等の共同購入による経営効率の向上

医療従事者の

再配置

法人内の病院間において、医療従事者を適正に配置する

ことができる。
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４ 本県の状況

(1) 地域医療連携推進法人ふじのくに社会健康医療連合

(2) 地域医療連携推進法人東部メディカルネットワーク

名 称 地域医療連携推進法人ふじのくに社会健康医療連合

認 定 日 令和３年４月７日

代表者の氏名 宮地 良樹

主たる事務所の所在地 静岡県静岡市葵区北安東四丁目27番１号

医療連携推進区域 静岡市

参加法人等

（医療機関）

・地方独立行政法人静岡県立病院機構（静岡県立総合病院、

静岡県立こころの医療センター、静岡県立こども病院）

・独立行政法人地域医療機能推進機構（桜ヶ丘病院）

・公立大学法人静岡社会健康医学大学院大学

医療連携推進業務

の内容

・医師の確保及び交流

・医療従事者の資質向上に関する共同研修

・医療連携推進方針に沿った連携を推進するための参加法

人間の調整

名 称 地域医療連携推進法人静岡県東部メディカルネットワーク

認 定 日 令和３年９月９日

代表者の氏名 佐藤 浩一

主たる事務所の所在地 静岡県伊豆の国市長岡1129番地

医療連携推進区域 駿東田方保健医療圏

参加法人

（医療機関）

・学校法人順天堂（順天堂大学医学部附属静岡病院）

・静岡県厚生農業協同組合連合会（中伊豆温泉病院）

・医療法人社団一就会（長岡リハビリテーション病院）

・医療法人社団慈広会（医療法人社団慈広会記念病院）

・日本赤十字社（伊豆赤十字病院）

・独立行政法人地域医療機能推進機構（三島総合病院）

医療連携推進業務

の内容

・連携業務の効率化、診療機能等の機能分担に関する事業

・大型医療機器の共同利用に関する事業

・医療従事者の資質向上に関する共同研修及び相互派遣

・病床規模の適正化、機能分担と連携業務に関する事業(※）
・医師の確保、交流、派遣に関する事業 等

(※）病床再編

地域の医療機関相互間の機能の分担・連携を推進するため、

「医療法人社団慈広会記念病院」から「順天堂大学医学部附

属静岡病院」へ56病床を融通。

（※）全66床（融通病床：56床、返還病床10床）

・学校法人順天堂（Ｒ４.３.22開設許可 一般56床増床）

・学校法人順天堂（Ｒ４.４.７使用許可 一般 29 床増 計 606 床）

・学校法人順天堂（Ｒ５.２.３使用許可 一般１床増 計 607 床）

・学校法人順天堂（Ｒ５.３.31 使用許可 一般 26 床増 計 633 床）
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○ 医療連携推進区域（原則地域医療構想区域内）を定め、区域内の病院等の連携推進の方針（医療連
携推進方針）を決定

○ 医療連携推進業務等の実施
診療科（病床）再編（病床特例の適用）、医師等の共同研修、医薬品等の共同購入、参加法人への資金貸付
（基金造成を含む）、連携法人が議決権の全てを保有する関連事業者への出資等

○ 参加法人の統括（参加法人の予算・事業計画等へ意見を述べる）

地域医療連携推進法人制度について（概要）

(例)医療法人Ａ （例）公益法人Ｂ ・区域内の個人開業医
・区域内の医療従事者養成機関
・関係自治体 等病院 診療所

参画（社員） 参画（社員）参画（社員）

（例）NPO法人Ｃ

介護事業所

参画（社員）

参加法人
（非営利で病院等の運営又は地域包括ケアに関する事業を行う法人）

都
道
府
県
医
療
審
議
会

意
見
具
申

社員総会
（連携法人に関する
事項の決議）

地域医療連携
推進評議会

意見具申（社員
総会は意見を尊重）

地域医療連携推進法人

・医療機関相互間の機能分担及び業務の連携を推進し、地域医療構想を達成するための一つの選択肢としての、新たな法人の認定制度
・複数の医療機関等が法人に参画することにより、競争よりも協調を進め、地域において質が高く効率的な医療提供体制を確保

○ 一般社団法人のうち、地域における医療機関等相互間の機能分担や業務の連携を推進することを主たる目的とする法人として、医療法に定め
られた基準を満たすものを都道府県知事が認定
（認定基準の例）
・ 病院、診療所、介護老人保健施設のいずれかを運営する法人が２以上参加すること
・ 医師会、患者団体その他で構成される地域医療連携推進評議会を法人内に置いていること
・ 参加法人が重要事項を決定するに当たっては、地域医療連携推進法人に意見を求めることを定款で定めていること

理事会
（理事３名以上及
び監事１名以上）

連携法人の
業務を執行

都
道
府
県
知
事

認
定
・
監
督
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地域医療連携推進法人の設立について

令和７年２月１７日
志太榛原医療連携ネットワーク

1

１ 法人概要について

  ※主たる事務所：藤枝市駿河台４丁目１番１１号（藤枝市立総合病院病院総務課内）

 (1) 参加法人及び施設

 (2) 理念
  静岡県地域医療構想の実現に向け、医療機関相互の機能分化と連携により、安心・安全な地域医療 
 を将来にわたって安定的に提供することを目指す。
  また、新興感染症の蔓延に備えて病床の機能分化と再編を行い、感染症医療と一般医療とが両立で 
 きる医療体制の構築を目指す。

 (3) 主な連携業務
 ・医療従事者の派遣交流と資質向上に関する共同研修
 ・医薬品、医療機器、診療材料等の共同交渉
 ・医療連携推進方針に沿った連携を推進するための参加法人間の調整 など

2

法人名 施設名 施設所在地
藤枝市 藤枝市立総合病院 藤枝市駿河台４丁目１番１１号
医療社団法人聖稜会 聖稜リハビリテーション病院 藤枝市宮原６７６番地の１

【資料８-２】
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２ 藤枝市立総合病院及び聖稜リハビリテーション病院
  の基本データ（令和４年度）

区分 藤枝市立総合病院 聖稜リハビリ
テーション病院

許可病床数 564床 125床

入院

新患者数（人） 12,316 536
延患者数（人） 153,675 39,970
平均在院日数（日） 12.5 75
病床稼働率（％） 74.7 87.6
診療単価（円） 69,689 40,384

外来
初診患者数（人） 18,361 1,469
延患者数（人） 266,431 10,842
診療単価（円） 26,923 11,152

相互間の紹介患者数（件） 436 101 聖稜リハビリテーション病院

藤枝市立総合病院

・聖稜リハビリテーション病院における新入院患者の81.3％は藤枝市立総合病院からの紹介 3

３ 藤枝市内における医療連携について 

連携強化

藤枝市立総合病院 聖稜リハビリテーション病院

・人事交流、相互派遣
・共同研修

・地域医療連携パスの作成、患者情報の共有
・病床規模の適正化に向けた取組

【急性期】 【回復期】

急性期から在宅・介護まで
切れ目のない地域医療の継続的な提供を確保する

地域の
かかりつけ
医院

（仮称）
藤枝市
家庭医療
センター

（仮称）
藤枝市
訪問看護

ステーション

グリーン
ヒルズ藤枝

4

志太榛原医療連携ネットワーク

連携推進

地域連携推進法人と
地域医療の担い手や

介護施設との連携を推進

将来構想
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４ 連携業務により目指す効果と将来構想
(1) 主な効果
〇入退院調整手続きの簡易化や患者情報、空床情報を迅速に共有により病院間の円滑な転院を可能とする。 
 これにより、在院日数を短縮し診療密度を上げることで患者の早期在宅復帰と医業収益の確保による持続 
 可能な病院経営を実現する。
〇人事交流により、急性期医療と回復期医療の共通知識と相互理解を深め医療の質の向上につなげる。

5

(2) 将来構想
〇地域のかかりつけ医院との連携に加え、令和８年度に開設予定の（仮称）藤枝市家庭医療センター及び
（仮称）藤枝市訪問看護ステーションと連携しながら、在宅診療や訪問看護を２４時間３６５日提供できる
 体制を強化し、市民が安心して地域で暮らせる環境を整える。
〇病床規模の適正化について検討し、法人間における段階的な病床融通について研究する。

地域医療連携推進法人の設立により、病院間における協議や意思決定の恒常的
な枠組みを構築し地域医療の担い手や介護施設との連携を推進することで、

大規模医療法人のような医療提供体制を藤枝市内でも実現する

５ 地域医療連携推進法人設立までのスケジュール

～3月 4月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 2月 3月 4月～
R6 R7

●2月
・地域医療構想調整会議
・地域医療協議会
・医療対策協議会

●3月
・医療審議会

地域医療
連携法人
設立

一般社団
法人登記

議会
報告機関協議

検討・準備

県事前協議 申請

6
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新たな地域医療構想について

＜報告：新たな地域医療構想の検討状況：国検討会資料（抜粋）1/3＞

【資料９】
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＜報告：新たな地域医療構想の検討状況：国検討会資料（抜粋）2/3＞

第13回検討会
資料（抜粋）

２

＜報告：新たな地域医療構想の検討状況：国検討会資料（抜粋）3/3＞

第13回検討会
資料（抜粋）

３
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１ 令和７年度基金事業予算 （単位：千円）

２ 令和７年度基金事業提案（医療分）の反映状況

令和７年度地域医療介護総合確保基金（医療分）事業

区 分 R6 当初予算Ａ R7 当初予算（案）Ｂ Ｂ－Ａ

① 地域医療構想の達成に向けた

医療機関の施設又は設備の整備
465,379 432,236 ▲33,143

①－２ 病床機能再編支援 187,000 716,000 529,000

② 居宅等における医療の提供 423,759 443,929 20,170

④ 医療従事者の確保 2,165,479 2,197,394 31,915

⑥ 勤務医の労働時間短縮に向けた

体制の整備
1,162,000 2,236,649 1,074,649

計 4,403,617 6,026,208 1,622,591

区分 提案件数 反映件数 備考（反映内容）

Ⅰ：地域医療構想の達成 5 1

(1)医療提供体制の改革等 5 1 ④継続:1

(2)その他「病床の機能分化・連携」等 0 0

Ⅱ：在宅医療の推進 10 9

(1)在宅医療を支える体制整備等 7 6
①新規:1、②拡充:1、

③メニュー追加:1④継続:3

(2)在宅医療（歯科）の推進等 2 2 ②拡充:1、④継続:1

(3)在宅医療（薬剤）の推進等 1 1 ④継続:1

Ⅳ：医療従事者の確保・養成 23 11

(1)医師の地域偏在対策等 4 4
①新規:1、③メニュー追加:1、

④継続:2

(2)診療科の偏在対策等 2 0

(3)女性医療従事者支援等 0 0

(4)看護職員等の確保等 15 5 ②拡充:1、④継続:4

(5)医療従事者の勤務環境改善等 2 2 ①新規:1、④継続:1

(6)その他「医療従事者等の確保・養成」等 0 0

その他（整理不能） 3 0

合計 41 21

提案反映状況

①新規事業化 3 ③継続事業へのメニュー追加 2

②継続事業の拡充実施 3 ④継続事業実施 13

反映件数計 21

○関係団体等から 41 件の提案があり、提案趣旨を踏まえ 21 件の内容を事業に反映予定

【資料10】
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３ 事業提案を反映した主な事業

○医師偏在対策強化事業費助成【区分：Ⅳ(1)】

○医療ＤＸ人材養成事業費 【区分：Ⅳ(5)】

○装具使用者フォローアップ推進事業 【区分：Ⅱ(1)】

提

案

提案団体 国立大学法人浜松医科大学

提案内容

概 要

・「東部地域を中心とした医師不足地域における医師の確保」と「医師不足地域

に派遣される医師の能力開発・向上の機会の確保」を実現するため、静岡県東

部地域の医療機関を拠点とし、指導医・専攻医をセットで派遣する体制を構築

する。

事

業

反

映

反映内容

概 要

【新規事業化】

・東部地域の拠点病院への指導医の派遣調整を寄附講座等により実施。

所 管 課 地域医療課（医師確保班） 予算額（基金） 30,000 千円

提

案

提案団体 国立大学法人浜松医科大学

提案内容

概 要

・医療ＤＸ人材を養成するための講座を開設する。

・県内医療機関向けのＤＸ相談窓口や、ＤＸに係る事業を立案し、国やシステム

ベンダーに提案する機能も当該講座に設ける。

事

業

反

映

反映内容

概 要

【新規事業化】

・県内医療機関の勤務環境改善等に資するよう、医療ＤＸに精通した人材を養成

するための寄附講座を実施する。

所 管 課 医療政策課（医療企画班） 予算額（基金） 30,000 千円

提

案

提案団体 国立大学法人浜松医科大学

提案内容

概 要

・補装具に関するパンフレットを作製する。

・講演会を実施する。

事

業

反

映

反映内容

概 要

【新規事業化】

・医療機関を含む関係機関の連携体制の構築やフォローアップ体制構築に向けて

全県域を対象とした広報物の作成及び講演会を実施する。

所 管 課 障害福祉課（身体障害福祉班） 予算額（基金） 1,000 千円
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○医療・介護一体改革総合啓発事業 【区分：Ⅱ(1)】

○認知症関係人材資質向上等事業 【区分：Ⅱ(1)】（基金事業上は介護メニュー）

○がん医科歯科連携推進事業 【区分：Ⅱ(2)】

提

案

提案団体 静岡県病院協会

提案内容

概 要

人生の最終段階における「適切な意思決定推進」のための取組

・診療報酬上必要な「適切な意思決定支援に関する指針」の現状調査を実施する。

・各病院の指針策定の際に参考となる「モデル指針」を作成する。

・病院関係者を対象とした研修会を実施する。

事

業

反

映

反映内容

概 要

【継続事業へのメニュー追加】

・適切な意思決定支援に関する指針の策定状況調査、モデル指針の作成及び病院

関係者を対象とした研修会を実施する。

所 管 課 医療政策課（医療企画班） 予算額（基金） 3,000 千円

提

案

提案団体 静岡県医師会

提案内容

概 要

・認知症ケア体制構築のための地域リーダー養成研修を開催する。

・認知症サポート医リーダー連絡会を運営する。

・認知症サポート医間の交流を促進する。

事

業

反

映

反映内容

概 要

【継続事業の拡充実施】

・地域での支援体制充実のため、交流事業委託先を拡充する。

所 管 課 福祉長寿政策課（地域包括ケア推進班） 予算額（基金） 2,300 千円

提

案

提案団体 静岡県歯科医師会

提案内容

概 要

・地域がん診療連携拠点病院等を対象に医師、看護師、地域連携室事務職員等に

周術期口腔機能管理の効果や具体的な連携方法に関する研修を実施する。

・歯科医療関係者に最新の抗がん剤治療や緩和ケアの研修を行うことで、がん診

療医科歯科連携の一層の充実を図る。

・県民に対して周術期口腔機能管理による健康維持・増進の重要性を普及啓発す

る。

事

業

反

映

反映内容

概 要

【継続事業の拡充実施】

・歯科医療関係者に対する研修内容を拡充する（口腔がん関連）。

所 管 課 疾病対策課（がん対策班） 予算額（基金） 900 千円
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○ふじのくにバーチャルメディカルカレッジ運営事業【区分：Ⅳ(1)】

○看護の質向上促進研修事業（中小医療機関勤務看護職員向け研修）【区分：Ⅳ(4)】

提

案

提案団体 国立大学法人浜松医科大学

提案内容

概 要

・病院の垣根を越えて、医学部生・初期臨床研修医・専攻医・指導医がシームレ

スに参加できるコミュニティの形成を促すため、初期臨床研修医等が早期に取

得すべき基本的な手術手技などを学習できる動画配信プラットフォームを構

築する。

・将来的には、医学部卒業生が県内で初期臨床研修に参加し、初期臨床研修後に

は県内の専門研修プログラムに参加しつつ、後輩の研修医を指導する屋根瓦式

の育成方法を回転させることで、静岡県内に定着する医師の確保を促進するこ

とを目的とする。

事

業

反

映

反映内容

概 要

【継続事業へのメニュー追加】

・医学修学研修資金利用者の研修環境向上等のため、多様な手術症例等の動画配

信体制を整備する。

所 管 課 地域医療課(医師確保班) 予算額（基金） 6,400 千円

提

案

提案団体 静岡県看護協会

提案内容

概 要

・高齢者権利擁護推進事業「看護実務者研修」の修了者を対象とするステップア

ップ研修の実施。

事

業

反

映

反映内容

概 要

【継続事業の拡充実施】

・高齢者介護・看護を担う看護職員を対象とした研修を実施する。

所 管 課 地域医療課(看護師確保班) 予算額（基金） 5,300 千円
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令和７年度　地域医療介護総合確保基金(医療分)　事業提案及び反映状況（継続提案等）

※区分Ⅰ：病床機能分化・連携推進、Ⅱ：在宅医療推進、Ⅳ：医療従事者等確保 （単位：千円）

No. 区分 提案団体 提案項目 提案事業内容 基金事業名（予定） Ｒ７計画（予定）
基金充当額

担当課

1
Ⅰ
(1)

ふじのくにねっと事務局
（地方独立行政法人静岡県
立病院機構　静岡県立総
合病院）

設備整備

地域における医療連携を進めるため、病
病/病診間の医療情報の共有を行ってい
る「ふじのくにねっと」の機器整備に要す
る費用への助成継続

地域医療連携推進事
業費助成

24,200 ○医療政策課
（医療企画班）

2
Ⅱ
(3)

県薬剤師会
研修会開
催等

地域包括ケアシステム構築のため、地
域連携薬局の推進による多職種との連
携強化や、在宅医療を担う薬剤師を養
成

かかりつけ薬剤師・
薬局普及促進事業

9,000 ○薬事課
(薬事企画班)

3
Ⅳ
(4)

県薬剤師会
研修会開
催等

薬剤師の仕事への興味と理解を深め、
将来、医療の担い手として薬剤師という
職業を進路の選択肢としてもらえるよう
「薬剤師のお仕事紹介」事業を実施す
る。

薬剤師確保総合対策
事業費

1,300 ○薬事課
(薬事企画班)

4
Ⅳ
(4)

県病院薬剤師会
研修会開
催等

新人研修会、中堅ステップアップ研修
会、中堅マネジメントスキルアップ研修会
の実施による離職防止、資質向上

薬剤師確保総合対策
事業費

600 ○薬事課
(薬事企画班)

5
Ⅳ
(4)

県病院薬剤師会
研修会開
催等

トップマネジメント研修会の実施による離
職防止、人材育成、求人対策

薬剤師確保総合対策
事業費
（No.4の範囲内で実
施）

(600) ○薬事課
(薬事企画班)

6
Ⅳ
(4)

県病院薬剤師会
業界研修
会開催等

全国の薬学生に向けた静岡県病院合同
業界研究会（オンライン）による病院の求
職活動の強化、薬学生の就職活動支援

薬剤師確保総合対策
事業費

2,300 ○薬事課
(薬事企画班)

7
Ⅱ
(2)

県歯科医師会
マッチン
グ支援

地域の歯科医療提供体制確保を図るた
めのマッチングを行う。

在宅歯科医療推進事
業費

4,273 ○医療政策課
（医療企画班）

8
Ⅳ
(1)

県医師会 研修会

若手医師確保のため、臨床研修医が一
堂に会する「Welcome Seminar」や、キャ
リアパス支援事業「屋根瓦塾 in 
Shizuoka」等の開催

臨床研修医定着促進
事業費

6,200 ○地域医療課
（医師確保班）

9
Ⅳ
(1)

県医師会

システム
運営、調
査、情報
発信

医師確保に向けたサポートを目的として
運用を開始した「静岡県医師バンク」の
運営、機能・広報の拡充

静岡県ドクターバンク
運営事業費

13,600 

○地域医療課
（医師確保班）

○医療政策課
（医療企画班）

10
Ⅳ
(5)

県医師会 研修会

医師の働き方改革を推進するための医
療クラークの教育体制整備に向けた研
修会、女性医師就労支援に向けた講演
会等の開催

○医師・看護師事務
作業補助者教育体制
整備事業費
○女性医師就労支援
事業費

4,800 ○地域医療課
（医師確保班）

11
Ⅱ
(1)

県医師会 拠点運営

地域包括ケアシステムの整備に向け、
在宅医療・介護連携のためのネットワー
ク形成の拠点となる「シズケアサポートセ
ンター」の運営継続

在宅医療・介護連携
推進事業費

30,000 

○福祉長寿政
策課
（地域包括ケア推
進班）

12
Ⅱ
(1)

県医師会 助成

シズケア＊かけはしの普及拠点づくりの
さらなる拡大・発展に向け、本システムを
地域包括ケアシステム構築における基
盤として位置付けた地域づくりへの取組
を支援

シズケア＊かけはし
地域づくり推進事業

15,300 

○福祉長寿政
策課
（地域包括ケア推
進班）

13
Ⅱ
(1)

県医師会 研修会

かかりつけ医を対象とした地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰ
ｼｮﾝ基礎研修の実施や、かかりつけ医へ
の支援、市町・地域包括支援センターと
の連携づくりの協力を行う「サポート医」
の養成

地域リハビリテーショ
ン強化推進事業

1,687 

○福祉長寿政
策課
（地域包括ケア推
進班）
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